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第 1章 概要 

 

1.1 実施目的 

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和 3年法律第 40号）に基づき、生活

保護を含む標準化対象事務については、標準化基準に適合した「標準準拠システム」を利用

することが義務付けられている（同法第 8 条）。また、国が整備する全国的なクラウド環境

（ガバメントクラウド）を活用してシステムを利用するよう努めることも定められている（同

法第 10 条）。「地方公共団体情報システム標準化基本方針」では、原則として令和 7 年度

（2025年度）末までに標準準拠システムへの移行を目指すとされてきた。しかし、自治体や

システム事業者のリソース逼迫、生活保護分野における仕様改定対応の増加などにより、当

初期間内での移行が困難となる事例が全国的に増加している。これを踏まえ、令和8年度（2026

年度）以降の移行とならざるを得ないシステムを「特定移行支援システム」として国が個別

に期限を設定し、概ね 5 年以内に移行完了できるよう積極的に支援する枠組みが明確化され

た。 

本市の現行生活保護システムは標準準拠に非対応であり、標準仕様に沿った新システムへ

の更改が不可欠である。しかし、全国的な開発・移行作業の集中により、標準準拠システムの

提供時期や移行作業の調整が遅延しており、国の方針と同様、本市においても令和 7 年度中

の移行完了は困難となった。この状況を踏まえ、本市では 令和 8年度にプロポーザル方式に

よる事業者選定を実施し、令和 9 年度中に新システムへの移行を完了するスケジュールとし

た。これは、国が示す特定移行支援システムの考え方に整合し、移行作業の安全性・確実性を

担保しつつ、ガバメントクラウドの活用による維持管理コストの最適化、制度改正への確実

な対応、業務継続性の向上を図るものである。本業務委託の実施にあたっては、価格のみで

なく事業者にかかる実務実績、専門性、技術力、企画力、創造性等を勘案し、総合的な見地か

ら判断して最適な事業者と契約を締結する必要があるため、公募型プロポーザル方式によっ

て委託事業者を選定する。 

この要領は、生活保護システム標準化移行対応にかかるシステム要件等を比較し、導入す

るに最適なシステムを選定するため、委託する事業者を公募型プロポーザル方式により、公

正かつ公平な方法で選定するために、必要な事項を定めたものである。 

提案者は、本実施要領を踏まえ、企画提案書及び関連書類を提出するものとする。 

なお、本実施要領と併せて配布する生活保護システム標準化移行対応業務に係る仕様書及び

企画提案依頼書、その他の書類等を含めて、以下「実施要領等」とする。 
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1.2 業務の内容等 

 

(1) 委託業務名 

豊中市生活保護システム標準化移行対応業務 

 

(2) 業務仕様詳細 

「豊中市生活保護システム標準化移行対応業務に係る仕様書及び企画提案依頼書」 

 

(3) 業務期間（構築期間） 

契約締結日の翌日から令和 10年 1月 31日まで 

 

運用期間（保守経費及びランニングコスト）の契約については、構築期間終了後、別途行

うものとする。運用期間経費については漏れの無いように注意すること。運用期間の経費

についても、本プロポーザルの価格評価に含めるものとする。 

なお、本市としては令和 10年 1月 4日からの本番稼働を想定しているが、提案者の構築

スケジュールと、本市の予定する構築スケジュールに差異がある場合は、双方協議により

業務期間の変更等は有り得るものとする。 

 

1.3 公募型プロポーザル参加事業者 

 

「1.4 参加要件」に基づき、公募型プロポーザル参加事業者を募集するものとする。 

 

1.4 参加要件 

 

本案件に参加できる者は、企画提案書等の提出期日において、下記のすべての要件を満たすも

のとする。 

(1) 複数の同規模以上自治体（中核市もしくは人口 30万人以上）に生活保護システムの導

入・構築実績があること。 

(2) 提案を行う事業者については、近畿圏内に事業所又は営業所があり、構築期間中及び運

用期間中の開発・保守・問合せ等に迅速な対応が可能である体制をもつ事業者であるこ

と。 

(3) 本市の令和 8年度入札参加有資格者名簿に掲載されていること。 

(4) 本市から豊中市入札参加停止基準(平成 7 年 6 月 1 日制定)に基づく入札参加停止措置

を受けていないこと。 

(5) 本市から豊中市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成 24年 2月 1日制定)に基づ

く入札参加除外措置を受けていないこと。 

(6) 公租公課の滞納がないこと。 
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(7) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申し立て及び民事再生

法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこ

と。 

(8) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しないこと。 

(9) コンソーシアム・共同企業体での提案を行う場合は、代表企業及び構成企業が(1)～(8)

の要件をすべて満たすこと。 

 

1.5 提案価格 

 

提案上限額 119,500千円（消費税及び地方消費税込み、構築期間中に係る費用のみ） 

 

提案価格は、各社がそれぞれ構築可能で実現性を伴う提案であることとし、各社がそれぞ

れ提案パッケージシステムを活用し、パッケージシステムの改修もしくは外付けツールを使

用することで実現するために必要なすべての費用を含め、見積書に記載すること。契約に必

要となる正式な見積書は、業者選定後に改めて提出を依頼することとする。 

なお、提案のあった見積金額を本業務委託の上限として全ての対応を行うものとする。 

また、提示された見積金額は、選定上の価格評価に使用する。 

 

1.6 プロポーザル実施スケジュール 

 

本プロポーザルにおける手続き等の実施スケジュールを以下に示す。 

なお、下記スケジュールは予定であり変更する場合があるので、その場合は事前に連絡す

る。提案参加申込書提出後に辞退する場合は、「辞退届（様式 11）」を提出すること。 

 

(1) 提案参加申込書等提出（様式 1～9） 

令和 8年 5月 15日（金） 午後 5時 15分 まで 

提出場所：豊中市役所 第二庁舎１階 福祉事務所 

 

(2) 質問の受付 

令和 8年 5月 15日（金） 午後 5時 15分 まで 

 

(3) 質問に対する回答 

令和 8年 5月 22日（金） 

 

(4) 企画提案書類提出 

令和 8年 6月 16日（火） 午後 5時 15分 まで 

提出場所：豊中市役所 第二庁舎１階 福祉事務所 
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(5) 書類審査（第 1次審査） 

令和 8年 6月 25日（木）予定 

応募が 4 件以上となった場合は、書類による第 1 次審査を実施し、プレゼンテーショ

ン（第 2次審査）に進んでいただく提案者を選定。 

 

(6) プレゼンテーション審査（第 2次審査） 

令和 8年 7月 2日（木）予定 

実施場所：別途発注者が指定する場所（豊中市内） 

日時及び場所の詳細については、第 2次審査の対象となる提案者へ令和 8年 6月 29日

（月）までにメール等にて通知する。 

 

(7) 選考結果通知書発送（優先契約候補事業者へ） 

令和 8年 7月 6日（月） 

 

(8) 契約交渉期間（予定） 

令和 8年 7月 6日（月）から 令和 8年 7月 22日（水） まで 

 

(9) 契約日（予定） 

令和 8年 8月 3日（月） 

 

1.7 担当窓口（問い合わせ先） 

 

〒561-8501 豊中市中桜塚 3丁目 1番 1号 豊中市役所第二庁舎 1階 

豊中市 福祉部 福祉事務所 企画係 

担当者： 山本（凌）、長谷川 

TEL：06-6842-3570 

FAX：06-6848-5411 

E-Mail:seikatsu@city.toyonaka.osaka.jp 

  



 

 7 / 15 

 

第 2章 提出書類 

 

2.1 事前提出書類 

 

2.1.1 企画提案依頼書関係資料の受領に関するもの 

 

(1) 提出書類： 機密情報に関する誓約書（様式 12） 

提出期限：令和 8年 5月 11日（月） 午後 5時 15分 まで提出部数：1部 

(2) 提出先 ：「1.7 担当窓口(問い合わせ先)」と同じ 

(3) 提出方法：電子メールで提出後、原本を持参（土日祝及び 17時 15分以降は受け付けな

い）、郵送・宅配便のいずれかにより提出する。企画提案依頼書関係資料については、

電子メール受領確認後に送信する。 

 

2.1.2 参加申し込みに関するもの 

 

(1) 提出書類 

① 様式1 提案参加申込書 

② 様式2 誓約書 

③ 様式2-2 入札参加停止措置等状況調書 

④ 様式3 会社概要 

⑤ 様式4 業務経歴書 

⑥ 様式5 業務実施体制 

⑦ 様式6 管理技術者及び担当技術者の業務実績 

⑧ 様式7 業務協力会社体制（役割分担）予定 

⑨ 様式8 共同事業体委任状（コンソーシアム・共同企業体での提案時のみ） 

⑩ 様式9 共同事業体構成表（コンソーシアム・共同企業体での提案時のみ） 

※様式4～9は企画提案書類と同時に提出してもよいものとする。 

※コンソーシアム・共同企業体での提案時、様式2～4は構成企業ごとに提出すること。 

(2) 提出期限：令和 8年 5月 15日（金）午後 5時 15分 

(3) 提出部数：1部 

(4) 提出先 ：「1.7 担当窓口(問い合わせ先)」と同じ 

(5) 提出方法：電子メールで提出後、原本を持参（土日祝及び 17 時 15 分以降は受け付け

ない）、郵送・宅配便のいずれかとする。ただし、郵送・宅配便により提出する場合に

は、書類の到達を事務局に電子メールや電話で確認すること。副本については、電子メ

ールもしくは記録媒体（DVD-R）での提出とする。 

(6) 注意事項：コンソーシアム・共同企業体での提案の場合は、代表企業及び構成企業ごと

に提出すること。 
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2.1.3 その他の提出資料 

 

提案参加申込書提出後に辞退する場合は、「辞退届（様式 11）」を提出すること。 

※提出期限：令和 8年 6月 16日（火） 午後 5時 15分 

 

2.2 企画提案書類 

 

2.2.1 企画提案書に関するもの 

 

(1) 提出書類 

① 企画提案書 

② 生活保護標準オプション機能一覧 

③ 評価対象とする要件一覧 

④ 非機能要件一覧 

⑤ 見積書 

(2) 提出期限：令和 8年 6月 16日（火） 午後 5時 15分 

(3) 提出部数 

① 企画提案書：正本５部、副本は電子データにて提出 

② 生活保護標準オプション機能一覧：正本５部、副本は電子データにて提出 

③ 評価対象とする要件一覧：正本５部、副本は電子データにて提出 

④ 非機能要件一覧：正本５部、副本は電子データにて提出 

⑤ 見積書：提案事業者名、押印のある正本1部、副本は電子データにて提出 

提案事業者の名称や代表者氏名を記載していない見積書を５部提出 

(4) 提出先 ：「l.7 担当窓口（問い合わせ先）」と同じ。 

(5) 提出方法：正本については、持参（土日祝及び 17 時 15 分以降は受け付けない）、郵

送・宅配便のいずれかとする。ただし、郵送・宅配便により提出する場合には、書類の

到着を事務局に電子メールや電話で確認すること。副本については、電子メールもしく

は記録媒体（DVD-R）での提出とする。 

 

2.2.2 企画提案書の記載要領 

 

(1) 公正かつ公平な方法で内容比較を行うため、「豊中市生活保護システム標準化移行対 

応業務委託仕様要件及び企画提案依頼書 4.3 企画提案書作成要領」に記載する順序・

項目に沿って章立てをして企画提案書を作成すること。 

(2) 提案内容を客観的かつ公正に審査するため、企画提案書には提案事業者の称号又は名称、

代表者氏名などを記載しないこと。 
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(3) 日本語の文章とし、難解な技術用語については必要に応じて用語説明を付すこと。 

(4) 原則、日本工業規格 A版の用紙を用いて片面印刷とすること。 

(5) 図は、原則、文章の補助として用いること。 

(6) ページ番号を付すこと。 

(7) 企画提案書の総ページ数は、表紙、目次を含めて 100ページ以内とすること。（生活保護

標準オプション機能一覧、非機能要件一覧を除く。） 

(8) 企画提案書、生活保護標準オプション機能一覧、評価対象とする要件一覧、非機能要件一

覧、見積書については、この並び順でファイリングしたうえで５部提出すること。この資

料は審査に使用するため、提案事業者の称号又は名称、代表者氏名などを記載しないこと。 

 

2.2.3 見積書の記載要領 

 

(1) 提出様式 

任意とするが、見積書（様式 13-①）、見積書（参考）（様式 13-②）の記載内容を参考

として、（2）記載内容については必ず記載すること。見積書へ記載する内訳は、標準化補

助金申請の事業計画の経費区分に則した形で記載すること。 

提出する見積書は、以下の 2種類を提出すること。 

①生活保護システムの構築・導入に係る見積書 

（契約期間：契約締結日から令和 10年 1月 31日の予定） 

②生活保護システム保守業務見積書（年間保守費・利用料等） 

（契約期間：令和 10年 4月 1日から令和 11年 3月 31日、以後毎年契約予定） 

なお、本番稼働日から令和 10年 3月 31日までの期間は、②の年間保守費・利用料等 

を月割り・日割りにした金額を別途契約の上、支払予定。本市としては令和 10年 1月 4

日からの本番稼働を想定しているが、提案者の構築スケジュールと、本市の予定する構

築スケジュールに差異がある場合は、双方協議により本番稼働日の変更等は有り得るも

のとする。 

 

(2) 記載内容 

見積書の記載は、標準化補助金（地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る事

業）の事業計画・報告書への記載が可能な形で、経費区分の内訳を記載すること。補助金対

象外経費は分かるように記載すること。 

 

見積書（参考）には、運用期間中に要する費用、機器調達費用など、5年間のサービス利

用を行った場合の年間のランニングコストを記載すること。提案事業者に対して支払う金

額のみを記載し、ガバメントクラウド使用料など、提案事業者以外に支払う費用について

は含めないこと。 

いずれも見積金額の内訳については、各費用が分かるようにした上、任意の様式にて別
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途提出すること。（“一式”など一括金額を計上する方法で中身が見えない記載方法とし

ないこと。） 

 

(3) 見積前提条件について 

機器調達費用については、適用されている割引率を提示すること。また、5年後の機器更

新の際もその割引率を踏襲し機器調達を実施すること。 

機器更新に伴い新しい OS やミドルウェアに対応するための作業費が発生する場合は、見

積書（参考）に記載した費用の範囲内で、新バージョンへの切り替えを行うこと。 

  

2.3 質問 

 

質問がある場合は、以下の対応とする。 

(1) 提出書類：質問書（様式 10）※質問事項は「様式 10別紙」に記入すること 

(2) 提出期限：令和 8年 5月 15日（金）午後 5時 15分まで 

(3) 提出方法：電子メールによる。（電話・FAXによる質問は受け付けない。） 

(4) 提出先 ：「1.7 担当窓口(問い合わせ先)」と同じ。 

(5) 回答方法：最終回答は、令和 8年 5月 22日（金）までに全ての参加申込者宛てに、電子

メールにて行う。 
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第 3章 プレゼンテーション 

 

3.1 プレゼンテーション 

 

提案者には、「プレゼンテーション」の実施についての案内を通知する。 

提案者1社につきおおむね60分を割り当てるので、以下の内容にて実施すること。 

 

(1) 日時：令和 8年 7月 2日（木） 

(2) 場所：未定 ※詳細については別途通知 

(3) 時間 

① プレゼンテーション（40分） 

② 質疑応答（20分） 

(4) 留意事項 

① 提出した企画提案書を使用してプレゼンテーションを行うこと。 

② プレゼンテーションに使用する端末等は、当日提案者が手配すること。モニター及

び接続するＨＤＭＩケーブル等は発注者において準備する。 

③ プレゼンテーションの出席者は3名以内とし、企画提案書に記載した管理技術者及び

担当技術者が行うこと。 
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第 4章 選定方法及び契約方法 

 

4.1 選定方法 

 

市職員で構成する審査委員会において、企画提案書類一式、プレゼンテーション及び価格、

処分歴について、審査、評価を行い、総合的に最も優れた内容の提案を行った事業者を「優先

契約候補事業者」として決定する。委員の評価点数の合計による総合評価で判断し、最も順位

の高いものを優先契約候補事業者とする。ただし、プレゼンテーションの結果、全体配点の

50％未満の提案は順位が 1 位の場合であっても優先契約候補事業者とはしない。なお、得点

が同じの場合には審査委員会の委員による合議のうえ優先契約候補事業者を決定する。 

審査基準等に関する詳細は、審査委員会において定める。なお、採点の方法や内容について

の問い合わせには一切応じない。 

コンソーシアム・共同企業体として優先契約候補事業者になった場合、契約は、コンソーシ

アム・共同企業体の代表企業を相手方として実施する。 

 

4.2 選定結果の通知 

 

プロポーザルに参加した事業者のうち、優先契約候補事業者については、「選考結果通知

書」を送付する。それ以外の事業者については、原則として電子メールにより選考順位を通知

する。 

なお、選定結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

 

4.3 審査及び評価対象 

 

(1) 提案事業者、技術者の実績、実施体制について 

企画提案書 1-1から 1-4に基づいて審査・評価を行う。 

(2) 生活保護システム標準化対応業務について 

企画提案書 2-①-1から 2-⑦-3に基づいて審査・評価を行う。 

(3) 価格点 

提出された見積書に基づいて審査・評価を行う。 

(4) 処分歴 

本市、国又は他の自治体の入札参加停止措置又は入札参加除外措置の処分歴がある場

合は、処分期間に応じて減点を行う。 

 

4.4 業務委託契約の締結 

 

提案の内容と本市の意向について契約交渉を行った上、合意（予算の範囲内で適正な業務
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が行えると判断される場合）が得られた時点で随意契約による契約を行う。 

ただし、この交渉が不調に終わったときは、次の順位の提案者を優先契約候補事業者とし

同様の交渉を行うこととする。 

また、契約は以下の条件で行うものとする。 

 

(1) 企画提案作業の過程で本市が得た情報等については、一切の権利が本市にあるものと

する。 

(2) 審査の結果、優先契約候補事業者として選定された場合であっても、提案に虚偽の記載

又は重大な瑕疵等があった場合や、「1.4 参加要件」に抵触するに至った場合は、選

定を取り消すことがある。また、契約後に仕様書に記載された内容が遵守されない場合

にも、同様に決定を取り消すことがある。 

(3) 本業務の受託者は、豊中市財務規則（昭和 46年市規則第 13号）に基づき、契約保証金

の納付又は履行保証契約の締結を行うこととする。（受託者が同規則第 110条の契約保

証金の納付の免除の規定に該当する場合は除く。） 

(4) 発注者の標準契約書をベースとした契約を締結する。 
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第 5章 その他 

 

5.1 その他事項 

 

(1) 企画提案に係る一切の経費は事業者の負担とする。 

(2) 提出書類一式は返却しない。なお、選定作業に必要な範囲において複製することがあ

る。 

(3) 提出書類に記載した担当予定者を変更する場合には、事前に本市に届け出るものとす

る。ただし、その場合は、従前の担当者と同等以上の技術を有する担当者とすること。 

(4) 提出書類の変更、差し替え又は再提出は認めない。ただし、発注者が補正を求めた場

合、その他発注者が認めた場合はこの限りではない。 

(5) 次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

① 本案件期間中に「1.4 参加要件」に抵触するに至った場合 

② 提案上限額（構築期間中に係る費用のみ）を超える提案を行った場合 

③ 提出書類一式に虚偽の記載をした場合 

④ 提出方法、提出先及び提出期限に適合しない場合 

⑤ 記載すべき事項の全部、又は一部が記載されていない場合 

⑥ 一事業者で複数の提案をした場合 

⑦ その他実施要領の条件に一致しない企画提案の場合 

⑧ 提案に関して談合等の不正行為があった場合 

(6) 企画提案書に記載された内容は、特に明記がない場合は受託後に追加費用を伴わず実

施する意向があるものとする。 

(7) 提出期限後の質問あるいは審査経過に関する質問等は一切受け付けない。 

(8) 企画提案依頼書・機能要件仕様書で市が提示した要件について、提案者が企画提案書・

機能要件仕様書への回答で触れていない場合、当該要件は実現可能なものと判断する。 

 

5.2 遵守事項 

 

(1) 本市から得た資料・情報等を、他に流用・提供等することを固く禁ずる。 

(2) 提案を辞退した事業者、又は審査の結果、本市との契約に至らなかった事業者は、本市

から得た資料等を速やかに確実な方法で処分すること。 
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5.3 配布資料 

(1) 企画提案依頼書関係（誓約書と引き換えに電子データで提供） 

① 豊中市生活保護システム標準化移行対応業務に係る仕様要件及び企画提案依頼書 

② 各種資料 

 別紙1 主要なデータ件数 

 別紙2 標準オプション機能  

 別紙3 連携イメージ図 

 別紙4 評価対象とする要件一覧 

 別紙5 非機能要件一覧 

 

(2) 実施要領関係（市ＨＰにおいて公表） 

① 豊中市生活保護システム標準化移行対応業務に係るプロポーザル実施要領 

以下、電子データで配布 

② 様式1  提案参加申込書 

③ 様式2  誓約書 

④ 様式2-2 入札参加停止措置等状況調書 

⑤ 様式3  会社概要 

⑥ 様式4  業務経歴書 

⑦ 様式5  業務実施体制 

⑧ 様式6  管理技術者及び担当技術者の業務実績 

⑨ 様式7  業務協力会社体制（役割分担）予定 

⑩ 様式8  共同事業体委任状 

⑪ 様式9  共同事業体構成表 

⑫ 様式10 質問書 

⑬ 様式10別紙 質問事項 

⑭ 様式11 辞退届 

⑮ 様式12 機密情報に関する誓約書 

⑯ 様式13-① 見積書 

⑰ 様式13-② 見積書（参考） 


